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エリアメールなど携帯電話を
活用した情報発信について

Ｑ．エリアメールは一般的なメールと異な
る通信回線を使用するため、災害時でも電
話やメールの混雑による影響を受けにく
く、使用料、受信料など無料であり、これ
を活用して、災害情報を提供するべきと訴
えました。

Ａ．エリアメールは身近にある携帯電話に
災害情報や避難情報が市民のみならず、通
勤・通学者、観光客などにも伝達
できることから、大変有効なもの
と考えられる。市民の皆様に防災
情報をお知らせする新たなツール
として導入に向けて進めたい、と
の答弁がありました。

ドライミスト・ミストシャワ
ーなどで暑さ対策を

Ｑ．ドライミストは乾いた霧として、体に
当たっても濡れることがなく、また、ミス
トシャワーは、簡易的に学校の屋外、渡り
廊下などに設置でき、霧によって、周囲の
熱を奪うことであたりの気温を下げること
に大きな効果を上げています。そこで、市
としても導入すべきではないかと訴えまし
た。

Ａ．ミストシャワーは、ヒートアイランド
対策として非常に有効な手段の一
つであると認識しています。今後、
来年夏を目指し、ミストシャワーの
試験的設置を行い、効果を調査して
参りたいと、答弁がありました。

災害時の食物アレルギー物資
及び避難場所での対応につい
て

Ｑ．災害弱者対策については今までも種々
取り上げましたが、今回は食物アレルギー
を持つ市民に対して、災害時での対応につ
いて何点か、確認の意味を込めてお伺いし
ました。

Ａ．食品関係事業者、他市との災害協定を
締結し、対応は可能。また、現在、非難さ
れた方の申し入れにより対応することとし
マニュアル自体は作成していない。他市を
参考に検討したい、と答弁がありました。

路上喫煙防止条例など受動喫
煙防止対策について

Ｑ．タバコの煙は直接、または間接的に市
民の健康を阻害するとＷＨＯからも指摘さ
れており、市としても受動喫煙による被害
から市民の健康を守るために路上喫煙防止
条例を制定し、取り組みを強化すべきでは
ないかと訴えました。現在、県内４０市中
２０市が制定済みでもあり、市としての取
り組みを急ぐように訴えま
した。

Ａ．来年度において路上喫
煙防止条例の制定を図りま
す、と答弁がありました。
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地域のご要望にお応えしました♪

無料法律相談♪

公明党では気軽に弁護士に相談できる無料の法律相

談を行っています。予約は栗原まで。

今後の開催予定

１０月２２日春日部市商工振興センター

１１月 ２日県本部５Ｆ

１１月１１日県本部５Ｆ

１１月１９日春日部市商工振興センター

１１月２２日県本部５Ｆ

１２月 ２日県本部５Ｆ

１２月１７日春日部市商工振興センター

セルフチェックリスト
現代病とも言える、うつ病や自殺対策として行

政として出来ることを取り組むべきと、昨年１２

月の議会で一般質問で取り上げたものが、この

度、チラシとして作成され、９月に「広報かすか

べ」と一緒に全戸配布となりました。

ここには、本人または家族、友人など身近な人

が一緒に相談に乗ってあげられるように、セルフ

チェックリストが掲載されています。早期発見で

健康な日々を送れますようにご活用下さい。

左 緑町３丁目道路側溝

の補修を行いました。

中 粕壁東４丁目市道に

街灯を設置しました。

右 緑町３丁目市道に空

いた穴を補修しました。


